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町田市高齢者福祉センター条例の一部を改正する条例 

町田市高齢者福祉センター条例（昭和４５年３月町田市条例第９号）の一部を次の

ように改正する。 

第２条の表ふれあい くぬぎ館の項中「（木曽山崎センター内）」を削り、同表ふれ

あい けやき館の項中「（堺市民センター内）」を削り、同表ふれあい もっこく館の

項中「（健康福祉会館内）」を削る。 

附 則 

この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

 



町田市高齢者福祉センター条例新旧対照表 
＿部分は改正部分

改正後 改正前 

(名称及び位置) (名称及び位置) 
第 2 条 センターの名称及び位置は、次のと
おりとする。 

第 2 条 センターの名称及び位置は、次のと
おりとする。 

 
名称 位置 

略 略 

ふれあい くぬ
ぎ館 

町田市山崎町 2,160
番地 4 

ふれあい けや
き館 

町田市相原町 795
番地 1 

ふれあい もっ
こく館 

町田市原町田五丁
目 8番 21号 
 

 
名称 位置 

略 略

ふれあい くぬ
ぎ館 

町田市山崎町 2,160
番地 4(木曽山崎セ
ンター内) 

ふれあい けや
き館 

町田市相原町 795
番地 1(堺市民セン
ター内) 

ふれあい もっ
こく館 

町田市原町田五丁
目 8番 21号(健康福
祉会館内) 

  
 


